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学生各位 

２０２３年度第１学期日本学生支援機構 大学院貸与奨学生募集（修士全科生） 

 

１．対 象 

大学院修士全科生（対象は１、２年次 ※休学期間は除く） 

 

２．申 請 要 件 

日本学生支援機構の定める次の基準を満たす者 

（１）学力基準 

【第一種奨学金】又は【併用貸与】 

大学等・大学院における成績が特に優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する

職業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

 

【第二種奨学金のみ】 

①又は②のいずれかに該当すること。 

①大学等・大学院における成績が優れ、将来、研究能力又は高度の専門性を要する職

業等に必要な高度の能力を備えて活動することができると認められること。 

②大学院における学修に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みがあると認めら

れること。 

 

（２）家計基準 

申請者本人（定職を持つ配偶者がいる場合は、その収入を含む）の２０２２年分の収入 

金額が、２９９万円（第一種）、５３６万円（第二種）、２８４万円（併用貸与）以下で 

あること。 

なお、配偶者が給与所得者の場合は、配偶者のみ給与所得控除をしたうえで、本人の収 

入金額と合算します。 

※詳細は貸与奨学金案内（大学院）９ページを参照ください。 

 

３．奨学生の種類及び貸与額 

  第一種･･････貸与月額：５万円、８万８千円から選択（無利子） 

第二種‥‥‥貸与月額：５万円、８万円、１０万円、１３万円、１５万円から選択(有利子) 

※次の要件を満たす者は、入学時特別増額貸与奨学金（有利子貸与：１０万円から５０万円の

間で１０万円単位で選択）を申請することができます。 

（１）奨学金申込時の家計基準における収入金額が１２０万円以下であること。 

（２）公庫の「国の教育ローン」に申込みをしたが利用できなかった者。 

 

４．書  類  受  取 

申請・提出書類は学習センターにてお受け取りください。 

  ※受取り方法については、各自、所属学習センターにお問い合わせください。 
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５．提 出 先 及 び 期 限 

所属学習センターへ２０２３年５月１９日（金）開所時間内までに提出 

※学習センターによって提出期限が異なる場合がありますので、必ず学習所属センターにご

確認ください。期限後の提出は一切認めません。 

※インターネットによる申請は受付けていません。 

   

（１）２０２３年度日本学生支援機構貸与奨学金申込書（大学院修士） 

（２）奨学金申込時の確認事項（チェックを入れたもの） 

（３）確認書兼個人信用情報の取扱いに関する同意書（奨学金案内の巻末） 

（４）収入に関する証明書（コピー可） 

２０２２年分の収入について、本人（定職に就いている配偶者がいる場合はその分も

含む）の収入が分かる書類 

例）・源泉徴収票（給与所得者） 

・税務署の受付印のある確定申告書の控（給与所得以外の者）等 

※詳しくは奨学金案内（大学院）２６～２８ページをご覧ください。 

（５）収入計算書【用紙②】 ※証明書類は貼り付けなくてよい 

（６）第一種奨学金再貸与に係る申請書（該当者のみ） 

  （７）日本政策金融公庫の「国教育ローン」を利用できなかったことについて（該当者の 

み） 

（８）入学時特別増額貸与奨学金に係る貸与総額増額願（該当者のみ） 

 

◎日本学生支援機構のスカラネットへの入力 

   スカラネット入力期限：２０２３年６月２２日（木）厳守 

申請書類を提出後、学習センターより奨学金申込書の訂正の有無を連絡しますので、電話

等で指示を受けた後にスカラネットに入力。 

電話で確認することもありますので、申請書類に記載する電話番号は、日中連絡が取れる

ものにしてください。 

※スカラネットへ入力に必要な ID・パスワードは別途お知らせいたします。 

※期限までに入力が確認できなかった場合は奨学生の推薦を行うことができません。 

※スカラネット URL 

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/     

           

 

６．交付予定日 

  ２０２３年７月１１日（火） 

   ※提出期限までに各種書類が不備不足なく提出され、日本学生支援機構での所定の審査が

完了した者。確認等が生じた場合には、翌月以降の交付となる場合があります。 

 

７．そ の 他 

  （１）過去に大学院修士課程相当の区分で、新たに同じ種類の奨学金（第一種奨学金又は第 

     二種奨学金）を希望する場合は、貸与期間が短縮されたり、申込みができない場合が 

    あります。 

https://www.sas.jasso.go.jp/scholarnet/
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※希望される方は、別途ご相談ください。 

※第一種奨学金のみ再貸与に係る申請書の提出が必要となります。 

（２）次年度以降の奨学金の継続を希望する場合、奨学生として採用後、スカラネット・パー 

ソナルに必ず登録してください。（登録にはメールアドレス等が必要です。登録方法は

採用時に通知いたします。） 

（３）詳細は、日本学生支援機構「貸与奨学金案内（大学院）」を参照してください。 

（４）申請いただいても推薦できない場合や採用とならない可能性もあります。 


